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議案第１１７号 

   世田谷区保育料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年６月３日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 保育料及び世田谷区立保育園に係る給食費の無償化を実施するため、これ

らの額を改定するとともに、規定の整備を図る必要があるので、本案を提出する。 
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  世田谷区保育料条例の一部を改正する条例 

 世田谷区保育料条例（平成２６年１２月世田谷区条例第５４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第１項中「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育」を「特定教育・ 

保育のうち保育、特別利用保育」に改め、「（以下「特定教育・保育等」という。）」 

を削り、「は、当該」を「が当該」に、「、保育料を支払わなければならない」を「

支払うべき保育料の額は、別表第１に定めるとおりとする」に改め、同条第２項を次

のように改める。 

２ 特定教育・保育のうち教育又は特別利用教育を利用する教育・保育給付認定子ど

もの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子どもが当該教育・保育給

付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて支払うべき保育料の

額は、零とする。 

第３条第３項中「前項」を「前２項」に改め、同条第４項中「特定教育・保育等」 

を「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域

型保育又は特定利用地域型保育（以下「特定教育・保育等」という。）」に改め、同

条第５項中「。以下同じ」を削る。 

第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

第５条第１項中「は、当該」を「が当該」に、「、区立保育園延長保育料を区長に

支払わなければならない」を「区長に支払うべき区立保育園延長保育料の額は、別表

第２に定めるとおりとする」に改め、同条中第２項を削り、第３項を第２項とする。 

第５条の２第１項中「は、世帯」を「が世帯」に、「、区立保育園給食費を支払わ

なければならない」を「区長に支払うべき区立保育園給食費の１人当たりの月額は、

別表第１に掲げる階層区分にかかわらず、零とする」に改め、同項に次のただし書を

加える。 

ただし、区外に住所を有する教育・保育給付認定子ども（区外に住所を有するこ

とについて、やむを得ない理由があると区長が認める者を除く。以下同じ。）に係

る区立保育園給食費の１人当たりの月額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 別表第１に掲げる階層区分がＡ階層からＤ９階層までに属する世帯 零 
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⑵ 別表第１に掲げる階層区分がＤ１０階層からＤ３０階層までに属する世帯 ４， 

５００円 

第５条の２中第２項を削り、第３項を第２項とする。 

第５条の３中「前条第２項」を「前条第１項ただし書」に、「教育・保育給付認定

子ども」を「区外に住所を有する教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第６条中「（以下「保育料等」という。）」を削る。 

第７条中「保育料等」を「区立保育園延長保育料又は区立保育園給食費」に改める。 

別表第１備考以外の部分を次のように改める。 
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別表第１（第３条、第５条の２関係） 

世帯の階層区分 保育料の月額（１人につき） 

階層 定義 

３歳未満児 ３歳以上児 

保育標準時間 保育短時間  

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯 ０円 ０円 ０円 

Ｂ１ Ａ階層を除き、所得割課税額が０円の世帯（均等割のみ課税世帯を含む。） ０円 ０円 ０円 

Ｄ１ Ａ階層を除き、所得割

課税額が０円以外の世

帯 

所得割課税額が１２，０００円未満である世帯 ０円 ０円 ０円 

Ｄ２ 所得割課税額が１２，０００円以上３７，０００円未満である世帯 ０円 ０円 ０円 

Ｄ３ 所得割課税額が３７，０００円以上５２，０００円未満である世帯 ０円 ０円 ０円 

Ｄ４ 所得割課税額が５２，０００円以上８２，０００円未満である世帯 ０円 ０円 ０円 

Ｄ５ 所得割課税額が８２，０００円以上１２２，０００円未満である世

帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ６ 所得割課税額が１２２，０００円以上１６２，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ７ 所得割課税額が１６２，０００円以上２０２，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ８ 所得割課税額が２０２，０００円以上２２０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ９ 所得割課税額が２２０，０００円以上２３５，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ１０ 所得割課税額が２３５，０００円以上２５０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 
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Ｄ１１ 所得割課税額が２５０，０００円以上２６５，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ１２ 所得割課税額が２６５，０００円以上２８０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ１３ 所得割課税額が２８０，０００円以上２９５，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ１４ 所得割課税額が２９５，０００円以上３１０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ１５ 所得割課税額が３１０，０００円以上３２５，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ１６ 所得割課税額が３２５，０００円以上３４０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ１７ 所得割課税額が３４０，０００円以上３５５，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ１８ 所得割課税額が３５５，０００円以上３７０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ１９ 所得割課税額が３７０，０００円以上３８５，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ２０ 所得割課税額が３８５，０００円以上４００，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ２１ 所得割課税額が４００，０００円以上４４５，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ２２ 所得割課税額が４４５，０００円以上４９０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ２３ 所得割課税額が４９０，０００円以上５７０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 
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Ｄ２４ 所得割課税額が５７０，０００円以上６５０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ２５ 所得割課税額が６５０，０００円以上７３０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ２６ 所得割課税額が７３０，０００円以上８４０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ２７ 所得割課税額が８４０，０００円以上９５０，０００円未満である

世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ２８ 所得割課税額が９５０，０００円以上１，１３０，０００円未満で

ある世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ２９ 所得割課税額が１，１３０，０００円以上１，３１０，０００円未

満である世帯 

０円 ０円 ０円 

Ｄ３０ 所得割課税額が１，３１０，０００円以上である世帯 ０円 ０円 ０円 
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   附 則 

１ この条例は、令和７年９月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の世田谷区保育料条例の規定は、令和７年９月以後の月分

の保育料（世田谷区保育料条例第１条に規定する保育料をいう。以下同じ。）、区

立保育園延長保育料（同条に規定する区立保育園延長保育料をいう。以下同じ。）

及び区立保育園給食費（同条に規定する区立保育園給食費をいう。以下同じ。）に

ついて適用し、同月前の月分の保育料、区立保育園延長保育料及び区立保育園給食

費については、なお従前の例による。 

 


